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　水循環基本法が平成26年（2014年）に施行されてから、健全な水循環の重要性に
ついての理解や関心を深める日として毎年8月1日が「水の日」と定められた。また、こ
の日を初日とする一週間を「水の週間」として、ポスターによる啓発や講演会の開催な
どの行事が全国的に行われている。
　鹿児島市水道局では、関連行事として平川浄水場で毎年「夏休み親子水教室」を開
催し、令和元年（2019年）度で14回目を迎えた。同教室は、浄水場見学をはじめ、いろ
いろな実験などを通して、水道水や水道の役割について学べる場であるとともに、親
子で水について理解と関心を深めるきっかけとなっている（令和元年度の参加者は
計21組53人）。
　対象は、小学1年生から中学3年生までの生徒とその親で、水道のしくみやクイズ、
鹿児島市の水道の歴史のほか、一番おいしい水を選ぶ4種類の水の飲み比べ、ペット
ボトルを使ってろ過器を作る簡単工作など、小学生でも楽しく学べるところが人気だ。
　なかでも、自分の家から持ち寄った水道水の水質の実験においては、残留塩素、pH
（ペーハー）値、硬度について調べた後、浄水場で行う水から濁り成分を除去するため
の「凝集沈殿」を簡略化した凝集試験も体験できる。「水道のしくみを学べる良い機会
となった」「自分の家の水は、どこの水源地から来ているのか初めて知った」「夏休みの
自由研究に役立つ」と浄水場での実験に目を輝かせる参加者も多い。ほかに平川浄
水場では、平日（年末年始を除く）に施設見学も受け付けている。
「私たちの生活に欠かせない水は永久的なものではありません。限りある資源だ
からこそ、市民一人ひとりが意識を持って大切に使ってもらいたい」と平川浄水場の
大内山伸一場長。鹿児島市民1人が1日に使う水道水の量は306ℓ（平成30年度）。家
庭での水の使い方を、改めて家族で考えてほしい。

８月１日は
「水の日」　

関連行事として夏休みに親子水教室を開催

凝集試験 水質実験 ろ過器作り
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組織図
組織の変遷 機構図

・上水道布設調査仮事務所（大正2年4月～大正4年3月） 
・鹿児島市水道事務所（大正4年4月～大正11年3月）

１  近代水道創設前

2  水道課制時代（大正8年9月～昭和27年9月）

3  水道部制時代（昭和27年10月～昭和35年7月）

4  水道局制時代（昭和35年7月～昭和48年6月）

5  水道局３部制時代（昭和48年7月～）

水 道 課 事務係
工務係
施設係（S22.7‒）
料金係（S25.9‒）
下水道係（S26.4‒）

水 道 部 庶務課

水道課 給水課（S33.4‒）
施設課（S33.4‒）

下水道課（S30.7‒）
水質試験所（S33.4‒）

水 道 局
総務課（S41.5‒）

業務課
給排水課
施設課
水源配水場
水質試験所
下水道課

汚水処理場（S37.4‒）
谷山営業所（S42.4‒）
吉野営業所（S44.6‒）

庶務課 経理課（S37.4‒）

配水課（S39.4‒） 浄水課（S48.4‒）

管理課（S37.4‒）
経理課（S43.7‒）

工務課（S48.4‒）
営業課（S48.4‒）

拡張課（S48.4‒）

下水処理課（S48.4‒）

企画室（S45.8‒）

水 道 局

総 務 部

水 道 部

下水道部

企画室

経理第1課
経理第2課
営業課
谷山営業所
吉野営業所

拡張課
給排水課
工務課
浄水課

下水処理課

※S35.6～35.7は上記体制で水道部制。

経理課（S57.8‒）
料金課（S57.8‒）

配水課（S57.8‒）

建設課（S51.8‒）
普及管理課（S51.8‒）

営業課（H7.4‒）

水道整備課（H2.4‒）
給排水審査課（H2.4‒）
管路維持課（H2.4‒） 水道管路課（H13.4‒）

給排水設備課（H13.4‒）

下水道管路課（H13.4‒）

配水管理課（H2.4‒）
下水道建設課（H2.4‒）

収納課（H7.4‒）
谷山・吉野事務所(H13.5まで)

料金課（H31.4‒）

総 務 係
職 員 係
工 事 検 査 係
財 政 係
企 画 係
電 算 統 計 係
会 計 係
契 約 係
資 産 管 理 係
営 業 係
量 水 器 係
収 納 係
工 事 受 付 係
設 備 調 査 係
南 部 審 査 係
北 部 審 査 係

計 画 係
施 設 整 備 係
管 路 整 備 係
改 良 係
南 部 維 持 係
北 部 維 持 係
施 設 管 理 係
水 質 係
河 頭 浄 水 場
滝之神浄水場
平 川 浄 水 場

計 画 係
施 設 建 設 係
管 路 建 設 係
普 及 係
改 良 係
維 持 係
施 設 管 理 係
水 質 係
南 部 処 理 場
谷 山 処 理 場

総 務 課

経 営 管 理 課

経 理 課

料 金 課

給排水設備課

水 道 整 備 課

水 道 管 路 課

配 水 管 理 課

下水道建設課

下水道管路課

下 水 処 理 課

(平成31年4月1日現在)

総 務 部

水 道 部

下 水 道 部

水
道
局
長

水
道
事
業
及
び
公
共
下
水
道
事
業
管
理
者



生命の水 故郷の水 未来まで

鹿児島市の水道　100年54 55100th anniversary Since 1919

水道事業年表
年 一般 事 項 水 道・工 業 用 水 道 下 水 道

享保８年
（1723年）

明治５年
（1872年）

明治22年

明治23年

明治36年

明治38年

明治39年

明治40年

明治44年

大正元年
（1912年）

大正2年

大正４年

大正５年

大正８年

大正９年

 ４月 鹿児島市制施行

９月 伊敷村の一部（草牟田）
 西武田村の一部（武）を
 市域に編入

９月 水道課新設

10月 伊敷村の一部（永吉、原良、
 玉里）を市域に編入

当主島津継豊の命により冷水の湧水を城内に
引水、その余水を城下の一部に給水

７月 廃藩置県により冷水水道を県に移管

２月 冷水水道を鹿児島市に移管
５月 鹿児島市飲水水道修築保存法
 及費用徴収規則を制定

10月 鹿児島市飲水水道規則を制定

４月 冷水第一水源地改修工事竣工
11月 城山配水池築造工事、冷水第二水源地
 改修工事竣工

11月 冷水水道改良工事竣工式

５月 鹿児島市飲水水道規則を改正

11月 鹿児島市飲水水道規則を鹿児島市飲水
水道条例に改正

７月 近代水道布設のための上水道委員会設置
８月 鹿児島市水道使用条例を制定
９月 近代水道布設計画認可申請

３月 近代水道布設計画認可
４月 水道事務所を開設
９月 上之原配水池予定地で水道布設工事
 の起工式

１月 山下町に鉄管検査所を開設

10月 七窪水源地～上之原配水池間の
 通水試験
 鹿児島市水道使用条例を改正

11月 上之原配水池で通水式、本市に
 近代水道が誕生

年 一 般 事 項 水 道・工 業 用 水 道 下 水 道

大正10年
（1921年）

大正11年

大正12年

大正13年

大正14年

昭和２年
（1927年）

昭和９年

昭和12年

昭和20年

昭和21年

昭和22年

昭和23年

昭和24年

昭和25年

昭和26年

昭和27年

８月 中郡宇村、西武田村、
吉野村を市域に編入

６月 市庁舎落成

10月 伊敷村、東桜島村を市域に　
編入

４月 組織の改正により水道課に　
下水道係を設置

10月 初代管理者に緒方虎之助氏
（助役兼任）
組織の改正により水道部発足
地方公営企業法施行

４月 鉄管検査所を二之丸市役所構内へ　
移転

３月 近代水道創設工事竣工
水道事務所の廃止

12月 鹿児島市水道使用条例を改正

１月 水道料金（使用料）第１次改定

10月 南林寺町に鉄管検査所を移転

10月 第24回全国上水協議会総会を
鹿児島市公会堂で開催

４月 水道料金（使用料）第２次改定
８月 戦災により漏水率90％に達す

４月 水道料金（使用料）第３次改定
10月 水道料金（使用料）第４次改定

４月 水道料金（使用料）第５次改定
10月 水道料金（使用料）第６次改定

６月 水道料金（使用料）第７次改定

１月 水道料金（使用料）第８次改定
４月 吉野水道組合の水道施設を買収

水道会計が特別会計となる

４月 水道課新庁舎を南林寺町鉄管検査所
構内に新築

４月 水道料金（使用料）第９次改定

10月 地方公営企業法施行に伴い、
水道事業に法の規定の全部を適用

３月 下水道事業調査費100万円
を予算計上

４月 第１次下水道整備計画認可
申請（S27.5認可）

９月 下水道築造工事に着手
10月 地方公営企業法施行に伴い、

下水道事業に法の規定の全
部を適用

12月 中央公民館において公共下
 水道築造工事起工式
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年 一 般 事 項 水 道・工 業 用 水 道 下 水 道

昭和28年
（1953年）

昭和29年

昭和30年

昭和32年

昭和33年

昭和34年

昭和35年

昭和36年

昭和40年

昭和42年

昭和43年

昭和44年

昭和45年

昭和46年

昭和47年

昭和48年

１月 企業会計制度を実施

７月 組織の改正により次長制を新設、
下水道係を下水道課に昇格

12月 水道法施行

6月 第２代管理者に河野良雄氏　
（前水道部次長）
次長制廃止

４月 下水道法施行

7月 組織の改正により水道部が　
水道局となる

４月 水道事業会計から公共下水道
事業会計を分離
谷山市との合併

５月 第３代管理者に越場三郎氏　
（前建設部長）

４月 水道事業及び公共下水道事業
経営審議会を設置

６月 吉野営業所設置（７月営業開始）

８月 組織の改正により企画室を設置

７月 組織の改正により局に総務部、
水道部、下水道部を設置

４月 水道料金（使用料）第10次改定

４月 指定水道工事店制度が発足

３月 水道法施行に伴い鹿児島市水道使用
条例を廃止し鹿児島市給水条例を公布

４月 水道料金第11次改定

４月 水道料金第12次改定

４月 河頭浄水場通水式

４月 谷山市水道事業を合併、谷山市水道課は
谷山営業所として発足

10月 指定水道・衛生工事店制度を統合

12月 水道料金第13次改定

10月 第38回日本水道協会全国総会を
鹿児島県体育館で開催

４月 毎月検針を隔月検針制に変更
料金徴収は納付制または集金制となる

８月 水道料金第14次改定
10月 給水負担金制度の施行

４月 水道料金等を毎月徴収制から隔月徴収制
に変更

６月 水道料金等の口座振替制を実施

11月 錦江処理場用地として甲突川
河口左岸の公有水面造成に着工

４月 鹿児島市下水道条例施行
10月 指定衛生工事店制度が発足
11月 公共下水道通水式（錦江処理場）

４月 下水道使用料第１次改定

６月 下水道使用料第２次改定

８月 工場排水にかかる水質使用料の設定
２号用地処理場処理開始

４月 公共下水道事業受益者負担
金制度の施行

年 一 般 事 項 水 道・工 業 用 水 道 下 水 道

昭和49年
（1974年）

昭和50年

昭和51年

昭和53年

昭和54年

昭和55年

昭和56年

昭和57年

昭和58年

昭和59年

昭和60年

昭和62年

昭和63年

４月 谷山営業所新庁舎落成
５月 水道局章の制定

７月 第４代管理者に原田徳郎氏　
 （前環境保全局長）

６月 水道局庁舎落成式

８月 組織の改正により企画室を総務部
に吸収し、水道部に「浄水場」を
設置、下水道部に「処理場」を設置

９月 水道史編さん準備室を設置

７月 第５代管理者に福留達夫氏　
 （前教育委員会次長）

７月 第６代管理者に山下清治氏　
 （前経済局長）

４月 集金委託業務の廃止

３月 滝之神浄水場通水式
12月 水道料金第15次改定
 給水負担金第１次改定

５月 渇水対策本部を設置（6.23解散）
10月 水道料金第16次改定
 給水負担金第２次改定

５月 渇水対策本部を設置（7.31解散）

４月 水道料金第17次改定
 給水負担金第３次改定

９月 万之瀬川導水について、万之瀬川流域
水利用協議会、鹿児島県及び鹿児島市の
 間に｢万之瀬川取水協定｣を締結

９月 水道料金第18次改定
 （資金ベースから損益ベースへ移行）
 給水負担金第４次改定

３月 南部処理場脇田分場処理
開始

12月 下水道使用料第３次改定

10月 南部処理場通水式

10月 下水道使用料第４次改定

４月 下水汚泥堆肥化場運転開始

９月 下水道使用料第５次改定
（資金ベースから損益ベースへ
移行）

10月 鹿児島開発事業団から
 １号用地処理場を移管
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年 一 般 事 項 水 道・工 業 用 水 道 下 水 道

平成元年
（1989年）

平成３年

平成５年

平成６年

平成７年

平成８年

平成９年

平成10年

平成11年

平成12年

４月 消費税課税（３％）
７月 第７代管理者に岩下勉氏
 （前経済局長）

１月 水道料金等管理システム
（汎用コンピュ－タ）稼働開始

７月 第８代管理者に西小野昭雄氏
（前総務局長）

８月 集中豪雨により上下水道施設に
被害を受ける（８・６水害）

４月 長沙市の研修生を初めて
受け入れる

９月 福岡市の渇水に給水応援隊
（４人）を派遣

１月 阪神淡路大震災
４月 組織の改正により総務部を再編

吉野・谷山営業所を廃止し、
事務所とする
受益者負担金管理システム稼動

７月 第９代管理者に中村忍氏
（前総務局長）
水道モニタ－制度発足

12月 九州九都市災害時相互応援に
関する協定締結

12月 市住民情報オンラインシステムと
接続

４月 財務会計システム稼働
消費税改訂（３％→５％）

９月 水道局ホームページの開設

４月 排水設備工事責任技術者の
県統一登録制度等の開始

４月 管工事協同組合と災害時における
応急復旧に関する協定（上水道）
締結

６月 万之瀬川導水事業完了
 平川浄水場通水式

４月 水道料金第19次改定

１月 ハンディーターミナルによる検針開始

１月 水道料金第20次改定
 （消費税３％転嫁を含む）
 阪神・淡路大震災に給水応援隊を派遣

４月 水道料金第21次改定
 （消費税５％転嫁のみ）

６月 川辺ダム定礎式

 ６月 水道応急・維持管理センター開所

１月 下水道使用料第６次改定
（消費税３％転嫁を含む）

４月 下水道使用料第７次改定
（消費税５％転嫁のみ）

６月 社団法人日本下水道協会の
会長に赤崎義則市長が就任

４月 下水道使用料第８次改定
５月 谷山処理場通水
９月 建設大臣賞

｢甦る水 100選｣の受賞

年 一 般 事 項 水 道・工 業 用 水 道 下 水 道

平成13年
（2001年）

平成14年

平成15年

平成16年

平成17年

平成18年

平成19年

平成20年

平成21年

平成22年

平成23年

平成24年

４月 組織改正により総務部水道部の
再編等を行う

６月 吉野・谷山事務所を廃止
12月 鹿児島市下水道事業協同組合と

災害時における応急復旧に関す
る協定締結

11月 吉田町、桜島町、喜入町、
松元町、郡山町を市域に編入

６月 第10代管理者に園田太計夫氏
（前建設局長）

９月 台風で被害を受けた宮崎市へ
応援給水を実施

４月 給排水台帳ファイリングシステム
を稼動

８月 県建設業協会及び管工事協同
組合と災害時における応急復旧
に関する協定（下水道）締結

３月 東日本大震災
６月 第11代管理者に松山芳英氏
（前総務局長）

３月 上下水道事業経営計画を策定

 ８月 皇徳寺ニュータウン専用水道を編入

 ４月 川辺ダム供用開始

11月 工業用水道事業の引継

 ４月 平成16年11月1日に合併した５地域の簡易
水道事業を水道事業へ統合

 ８月 「夏休み親子水教室」の開始

 ４月 水道料金の口座振替者への毎月振替の開始
12月 七窪水源地が（公社）土木学会の
「選奨土木遺産」に認定

 ４月 水道料金のコンビニ収納の開始
10月 広報用としてペットボトル水製造（15,000本）
11月 乙女塚・婦ノ木連絡管の完成

 ４月 水道ビジョンを策定
11月 近代水道創設90周年記念

写真展（市役所市民ホール）

10月 奄美大島豪雨災害被災地に応急資機材
 の輸送

３月 東日本大震災被災地（宮城県宮城郡利府
町）に給水応援隊を派遣

10月 水道料金の基本料金日割計算の開始

８月 皇徳寺ニュータウン下水道
施設の移管を受ける

４月 下水道使用料の口座振替者
への毎月振替の開始

４月 下水道使用料のコンビニ
収納の開始

４月 公共下水道事業区域外流入
分担金制度の施行

３月 錦江処理場甲系・２号用地
処理場廃止

10月 下水道使用料の基本料金
日割計算の開始
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年 一 般 事 項 水 道・工 業 用 水 道 下 水 道

平成25年
（2013年）

平成26年

平成27年

平成28年

平成29年

平成30年

平成31年

令和元年
（2019年）

４月 新財務会計システム稼働
消費税改訂（５％→８％）
平成26年度予算・決算から
新会計基準の適用

１月 新水道料金等システム稼働
新受益者負担金管理システム
稼動

３月 水道局ホームページのリニューアル

４月 熊本地震
10月 県建設業協会谷山支部と災害

時における応急復旧に関する
協定（下水道）締結

４月 第１２代管理者に秋野博臣氏
（前企画財政局長）

４月 お客様料金センター開設
７月 平成30年７月豪雨

10月 消費税改訂（８％→10％）

３月 滝之神浄水場のろ過池等に降灰対策と
 して覆蓋を設置

７月 かごしまのおいしい水ＰＲ事業（48,000本：
かごしま銘水めぐり 七窪の水・冷水の水）

４月 水道料金第22次改定
 （消費税８％転嫁のみ）
 工業用水道料金第1次改定
 （内税方式から外税方式に改め、
 消費税８％を転嫁したのみ）

３月 松元春山送水施設の完成

４月 ・ 5月
 熊本地震被災地（熊本市、宇城市、
 益城町、南阿蘇村）に応急給水隊、
 応急復旧隊等を派遣

2月 河頭浄水場のろ過池等に降灰対策として
 覆蓋を設置

７月 平成30年７月豪雨被災地（江田島市）に
 応急給水隊を派遣

３月 水道ビジョンの見直し

８月 水道管路技術研修施設の完成
10月 水道料金第23次改定
（消費税10％転嫁のみ）

11月 水道100周年記念パネル展
（市役所市民ギャラリー）

12月 水道100周年記念式典（みなみホール）

８月 ｢下水道展かごしま｣の開始

４月 下水道使用料第９次改定
　　（消費税８％転嫁のみ）

３月 南部処理場脇田分場及び
１号用地処理場廃止

４月 熊本地震被災地（益城町）
に下水道災害復旧にかかる
一時調査隊を派遣

８月 熊本地震被災地（益城町）に
下水道災害復旧にかかる
長期職員派遣

10月 下水道使用料第10次改定
　　（消費税10％転嫁のみ）

鹿児島市水道100周年の記念誌として、
『水とまちの物語』をお送りいたします。
本誌の編さんに当たりましては多くの方の

ご協力をいただき、感謝申し上げます。
また、写真等の提供をいただいた各団体
の方 に々も、厚く御礼申し上げます。
『生命の水 故郷の水 未来まで』の
キャッチコピーのように、今後も安全で良質
な水の絶えることない供給を行ってまいり
ますので、これからも本市水道事業へのご
理解とご協力をお願いいたします。

編集後記

水とまちの物語
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